
鏡
野
町
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

夏
休
み
期
間
の
入
所
に
つ
い
て

　

夏
休
み
の
期
間
の
み
入
所
を
希
望
さ
れ
て
い
る
方
は
、
各
児
童
ク
ラ
ブ
の
定
員
に
余

裕
が
あ
る
場
合
に
入
所
が
可
能
で
す
。
希
望
者
が
募
集
人
員
を
超
え
た
場
合
は
、
入

所
審
査
基
準
に
基
づ
き
決
定
し
ま
す
。

1
．
入
所
対
象
児
童

　

町
内
の
小
学
校
に
在
籍
し
、
保
護
者
が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
１

年
生
か
ら
３
年
生
の
児
童
、
又
は
健
全
育
成
上
指
導
を
要
す
る
と
町
長
が
認
め

た
児
童
。

2
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
名
、
募
集
人
員

3
．
入
所
申
込
及
び
決
定

但
し
、入
所
の
決
定
に
つい
て
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ
先

鏡
野
町
保
健
福
祉
課　

子
育
て
支
援
係

電
話（
０
８
６
８
）５
４
ー

２
９
８
６　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
０
８
６
８
）５
４
ー

２
８
９
１

平成
28年度

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
名

募
集
人
員

提

出

書

類
①
利
用
申
請
書
（
申
請
書
は
、
保
健
福
祉
課
・
各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）

②
就
労
証
明
書
（
両
親
と
も
必
要
で
す
）

受
付
期
間・場
所

平
成
28
年
６
月
８
日
（
水
）
か
ら
平
成
28
年
６
月
22
日（
水
）

入
所
の
決
定
平
成
28
年
６
月
末
日
ま
で
に
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

鏡
野
町
役
場
保
健
福
祉
課

平　

日　

８
：
30
〜
17
：
15

各
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

平　

日　

15
：
00
〜
18
：
00

土
曜
日　

７
：
30
〜
18
：
00

香
々
美
学
区
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

２
名

奥
津
学
区
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

５
名

鶴
喜
学
区
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

８
名

富　

学
区
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

10
名

99

　個人番号カードを申請されますと、国から役場に順次カ
ードが届きます。
　役場に届いたカードは交付前設定などを行った後、申
請者の方に「受取通知」を転送不要の簡易書留で郵送し
ています。
　「受取通知」が郵送されてから９０日を経過しても受取り
に来られない場合は、廃棄処分の対象となりますので、
なるべく早めにお受け取りにご来庁ください。
　なお、平日に受取りに来られない方のために６月は第２、
第４日曜日を臨時交付窓口として開設していますのでご利
用ください。また、受取場所を変更されたい方は２週間前
までに必ずご連絡ください。

※受取りは特別な事情（入院等）がない限り、ご本人の来庁が
必要です。
※７月以降の日曜日臨時窓口は未定です。くわしくは受取通知で
ご確認ください。

●６月臨時交付窓口●
日　時：６月12日（日）　午前９時～午後４時
 26日（日）　午前９時～午後４時
場　所：鏡野町役場　住民税務課

ご連絡・お問い合せ先　鏡野町住民税務課
　　　　　　　　　　　電話（0868）54－2985（直通） 

　

高
齢
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）
の
申

請
期
限
は
平
成
28
年
７
月
８
日
（
金
）
で
す
。

　

期
限
を
過
ぎ
る
と
お
受
け
で
き
な
い
の
で
、
ま
だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な

い
方
は
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
高
齢
者
向
け
給
付
金
を
か
た
る
詐
欺
に
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

お
問
い
合
せ
先　

鏡
野
町
保
健
福
祉
課　

福
祉
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電　

話
（
０
８
６
８
）
５
４
ー
２
９
８
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

F
A
X
（
０
８
６
８
）
５
４
ー
２
８
９
１

個人番号カード個人番号カード
の受取りはお早めに！の受取りはお早めに！

高
齢
者
向
け
給
付
金

の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）


